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４月からの天ぷら油の回収方法について
４月からの回収方法は、以下のとおりです。回収時間・方法など若干の変更があります。
新たに、高千出張所・松ヶ崎出張所および島内３か所のクリーンセンターも回収拠点となり、直接の持込
が可能になりました。

●市役所本庁・各支所（１０か所）での回収
　回収日・時間　　　毎月第４水曜日　　午前７時３０分～午後５時まで

４月２３日 ５月２８日 ６月２５日 ７月２３日 ８月２７日 ９月２４日
１０月２２日 １１月２６日 １２月２４日 １月２８日 ２月２５日 ３月２５日

● 高千・松ヶ崎出張所での回収
回 収 日　⇒　本庁・各支所と同じ毎月第４水曜日
回収時間　⇒　午前８時30分～午後５時まで

●各クリーンセンター（両津・佐渡・南佐渡）での回収
受入日・時間　
　月～金曜日（₁₂月₃₁日～１月３日、祝祭日を除く）　午前８時₃₀分～午後４時₃₀分
※ただし、毎月第３土曜日は午前８時30分～正午まで受入します。

廃食用油の出し方

・		使用した天ぷら油を十分にさましてから、油かす等の異物を
取り除いて、ビンやペットボトル等に移し替えてください。

・		指定された回収日の回収時間までに回収ステーションまでお持
ちよりください。

・		設置されている回収ボックスの蓋を開けて、廃食油を移し替
えてください。（※）原則、回収時の立会いは実施しません。

・		移し替え終わったら回収BOXの蓋を閉めて、お持ちになっ
た空容器は持ち帰り、再度廃食油の回収用としてご利用
ください。 お問い合わせ

　市役所　企画振興課　☎63-4152

佐渡市バイオ燃料

イメージキャラクターエコ丸

地域でつくる地域エネルギー 地域で見せる環境教育

天ぷら油から始まる循環型社会

使用済み天ぷら油の回収にご協力ください


